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石狩北部地区消防事務組合監査委員 
  



１ 監査期間 

  令和６年６月３日（月）から令和６年６月 28日（金）まで 

 

２ 監査範囲 

  令和６年度監査等計画に基づき、令和５年度の事務執行分を基本とし、必要

に応じ、他の年度の執行状況を勘案して監査を行うこととし、その範囲は次の

とおりとした。 

 

【対象部署・実施期間】 

対 象 部 署 抽 出 課 実 施 期 間 

消防本部 総務課 ６月３日～６月 28日 

当別消防署 総務課 〃 

新篠津消防署  〃 

石狩消防署 総務課 〃 

 

 

 

【監査項目・対象書類】 

監査項目 対象書類 

①収入金の収入事務 調定、納入通知など、収入に関する

書類 

②旅費の支給事務 旅行命令簿、復命書など、旅費に関

する書類 

③支出事務 

ア 報酬、イ 報償費、ウ 需用費、

エ 役務費、オ 委託料（予定価格 20

万円未満）、カ 使用料及び賃借料、キ 

備品購入費（予定価格 20万円未満）、 

選任、支出に関する決定書、執行決

議書などの支出に関する書類 

ク 負担金及び交付金 負担金の支出及び補助金等交付申

請書など、補助金の支出に関する書

類 

 消防本部 ・令和５年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 

当別消防署 ・令和５年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 

・令和５年度消防団運営交付金 



新篠津消防署 ・令和５年度消防団運営交付金 

石狩消防署 ・令和５年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 

・令和５年度消防団運営交付金 

④契約事務（予定価格 20万円以上） 執行決議書（起工決議書）など、契

約に関する書類 

 消防本部 ・組合情報管理システム保守点検業務委託 

・Microsoft365 BusinessBasic ライセンス使用料 

・広報車借上 

・連絡車借上 

・職員惨事ストレス等対策業務 

・デジタル複合機コピーカウンター料 

・組合例規集更新業務委託 

・組合例規集データベース管理等業務委託 

・職員ストレスチェック業務委託 

・望来分団詰所改修工事 

・厚田支署非常用自家発電設備整備工事 

・指揮車購入 

・石狩北部地区消防事務組合消防葬業務委託 

・エコアルコフォーム購入 

・半自動体外式除細動器借上 

・空気ボンベ購入 

・高規格救急自動車購入 

・潜水用資器材購入 

・防火服購入 

・第 3分団詰所詰所屋根及び外壁改修工事 

当別消防署 ・特定業務従事者健康診断業務委託 

・当別消防職員定期健康診断業務委託 

・令和５年度総合健康診査業務委託 

・令和５年度大型自動車第一種免許取得講習業務委託 

・消防職員被服購入事業・当別消防庁舎清掃業務 

・当別消防庁舎自家用電気工作物保安管理業務 

・当別消防庁舎空調設備保守点検業務委託 

・当別消防庁舎除排雪委託業務・当別消防庁舎消防車庫

（№３）オーバードア修理・ 

当別消防庁舎自動ドア（南側屋外・屋内）の修繕 



・令和５年度除雪用ホイールローダー借上げ 

・令和５年度非常用発電装置分解清掃 

新篠津消防署 ・複合機使用に係る単価契約 

・水溶性液体用泡消火薬剤購入 

・新篠津消防署大型水槽ハブボルト交換修理 

・総合健康診査業務委託 

・除雪用ホイルローダ借上 

・職員用被服更新購入 

・ノート型パソコン購入 

・ジェットヒーター購入 

・空気呼吸器ボンベ購入 

・消防用ホース購入 

・署活動系携帯型無線機（400MHz帯）購入 

・職員用デスク、ワゴン一式購入・新篠津消防団中央分

団水槽付消防ポンプ自動車車検整備追加整備 

石狩消防署 ・石狩消防署非常用自家発電設備保守点検業務委託 

・石狩消防署及び石狩湾新港支署自家用電気工作物保

安管理業務委託 

・石狩消防署職員健康診断及び B 型肝炎血液検査業務

委託（単価契約） 

・令和５年度救助型活動服一式購入 

・除雪用タイヤショベル賃貸借 

・石狩消防署コンプレッサー購入 

・令和５年度救助型活動服一式購入 

・石狩消防団幌分団詰所シャッター修繕 

・令和６年度新採用職員防火衣等一式購入 

・石狩消防署事務用机、椅子購入 

 

３ 監査方法 

  監査の実施にあたっては、監査対象部署から、あらかじめ関係書類の提出を

求めた。また、監査を進めるにあたり、財務に関する事務が、関係法令等に基

づき適正に執行されているかを主眼として監査を実施した。 

  なお、監査において疑問が生じた場合は、関係する職員から説明を受けた。 

 

４ 監査結果 

  次のとおり指導を要する事項が見受けられた。 


